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(57)【要約】
　ガス流デバイスおよび開口部を画定する支持表面を備
える洗浄ステーションと、フィルタクロスから除去され
た物質を受けるために開口部の下方に位置決めされた収
集デバイスとを備え、ガス流デバイスが、フィルタクロ
スから物質を除去し収集デバイス内にこの物質を向ける
ために、開口部の上方に位置するフィルタクロスのある
領域を通過するガス流を供給するように構成される、フ
ィルタクロスを洗浄するための装置を説明する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルタクロスを洗浄するための装置であって、
　ガス流デバイスと、開口部を画定する支持表面とを備える洗浄ステーションと、
　前記フィルタクロスから除去された物質を受けるために前記開口部の下方に位置決めさ
れた、独立した収集デバイスと
を備え、
　前記ガス流デバイスが、前記フィルタクロスから物質を除去し、前記独立した収集デバ
イス内にこの物質を向けるように、前記開口部の上方に位置するフィルタクロスの領域を
通過するガス流を供給するように構成される、装置。
【請求項２】
　前記洗浄ステーション中の前記開口部を通り過ぎるように前記フィルタクロスを移動さ
せるように構成された移動デバイスをさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記収集デバイスは、前記フィルタクロスから除去された物質を受け、前記物質を収集
チャンバ内に向けるように構成された、方向付けデバイスを備え、および／または、前記
収集デバイスは、前記フィルタクロスから除去された前記物質を収容するための収集チャ
ンバを備える、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ガス流デバイスが、前記支持表面の上方に位置決めされ、前記フィルタクロスを通
過し前記開口部内へとガスを吹き付けるように構成された、ガス吹付デバイスであり、お
よび／または、前記ガス流デバイスは、前記支持表面の下方に位置決めされ、前記フィル
タクロスおよび前記開口部を通過するようにガスを引き込むように構成された、ガス吸引
デバイスである、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　フィルタクロス供給源を保持するための支持構造体をさらに備える、請求項１～４のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記洗浄ステーションを通過した後の洗浄済みフィルタクロスを保管することが可能な
第２の支持構造体を備える、請求項７に記載の装置。
【請求項７】
　前記第２の支持構造体の上に保管された洗浄済みフィルタクロスの量を検出するための
センサシステムを有する移動デバイス制御システムを備える、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記ガス流デバイスの前に配置され、クロス表面から物質をブラッシングするように構
成された、ブラシをさらに備える、請求項１～７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記支持表面が、前記開口部を画定するように離間された複数のプレートを備える、請
求項１～８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　フィルタクロスを洗浄する方法であって、
　ガス流デバイスと開口部を画定する支持表面とを備える洗浄ステーションに、使用済み
フィルタクロスを通過させるステップと、
　前記ガス流デバイスを作動させ、前記開口部の上方の前記クロスの領域を通過するよう
にガス流を向けるステップと、
　前記ガス流により、前記クロスから除去された物質を前記開口部の下方の独立したチャ
ンバ内に収集するステップと
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記ガス流デバイスを作動させる前記ステップが、前記フィルタクロスを通過させるよ
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うにガスを吹き付けるか、または前記フィルタクロスを通過させるようにガス流を吸引す
るステップを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記フィルタクロスをブラッシングして、前記洗浄ステーションに前記フィルタクロス
を通過させる前に前記フィルタクロスから物質を除去するステップをさらに含む、請求項
１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記洗浄ステーションの通過後に、前記フィルタクロスをホルダ上に巻き付ける、およ
び／または前記洗浄ステーションの通過後に前記フィルタクロスを積み重ねるステップを
含む、請求項１０から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の装置を使用するステップを含む、請求項１０か
ら１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　実質的に、本明細書においてならびに添付の説明および図面を参照として説明するよう
な装置または方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルタを洗浄するための方法および装置に関する。詳細には、本発明は、
金属加工流体のフィルタリングにおいて使用されるフィルタクロスを洗浄するための方法
および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属加工流体（ＭＷＦ）は、例えば自動車エンジン工場、トランスミッション工場、お
よびスタンプ加工工場などの工業生産において、金属の切削および研削ならびに穿孔作業
の際に、潤滑油および冷却液として使用される。殆どのＭＷＦは、供給／帰還システムに
より一定期間にわたって再利用される。この期間の間に、ＭＷＦは、金属粒子、埃、およ
び他の汚染物を収集することができる。この流体が再利用される際にＭＷＦが依然として
効果的に機能し得るようにするために、これらの汚染物は、ＭＷＦから定期的に除去され
る必要がある。
【０００３】
　これらの汚染物がシステム内に再び導入されて戻る前に、またはＭＷＦが処分、処理、
もしくはリサイクル等々のためのさらなる処理を受ける前に、これらの汚染物をＭＷＦか
ら除去するための１つの方法は、ＭＷＦをフィルタに通すことである。大きすぎてフィル
タを通過できない物質が、フィルタの表面上に収集される。典型的には、フィルタクロス
が、このような作業のために使用される。いずれは、十分な物質がフィルタ上に収集され
ることにより、このフィルタの性能は、低下し、もはや継続して使用するには適さないも
のとなる。次いで、このフィルタクロスは、交換および処分する、または再利用する場合
には洗浄する必要がある。
【０００４】
　フィルタクロスを洗浄するための典型的な方法は、液体槽にクロスを通過させることと
、フィルタクロスから物質を除去するために界面活性剤を使用すること、またはフィルタ
クロスの表面から金属粒子をかき取ることとを伴う。フィルタクロス上に収集される物質
は、固体粒子、液体粒子、もしくはエマルジョン、またはそれらの組合せなどの粒子であ
り得、またはそれらを含むことがあり得る。例えば、この物質は、油および／または油／
水の液滴など、水と実質的に混和し得るかまたは部分的にのみ混和し得るエマルジョンお
よび／または液滴であり得、またはそれらを含むことがあり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明の目的は、フィルタクロスの再利用を可能にする、フィルタクロスから物質を除
去するための装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様においては、ガス流デバイスおよび開口部を画定する支持表面を備える洗浄ステ
ーションと、フィルタクロスから除去された物質を受けるために開口部の下方に位置決め
された収集デバイスとを備え、ガス流デバイスが、フィルタクロスから物質を除去し収集
デバイス内にこの物質を向けるために、開口部の上方に位置するフィルタクロスの領域を
通過するガス流を供給するように構成される、フィルタクロスを洗浄するための装置を提
供する。
【０００７】
　一実施形態においては、装置は、洗浄ステーション中の開口部を通り過ぎるようにフィ
ルタクロスを移動させるように構成された移動デバイスをさらに備える。
【０００８】
　一実施形態においては、収集デバイスは、フィルタクロスから除去された物質を受け収
集チャンバ内にこの物質を向けるように構成された、方向付けデバイスを備え、および／
または、収集デバイスは、フィルタクロスから除去された物質を収容するための収集チャ
ンバを備える。
【０００９】
　一実施形態においては、ガス流デバイスは、支持表面の上方に位置決めされ、フィルタ
クロスを通過し開口部内へとガスを吹き付けるように構成された、ガス吹付デバイスであ
り、および／または、ガス流デバイスは、支持表面の下方に位置決めされ、フィルタクロ
スおよび開口部を通過するようにガスを引き込むように構成された、ガス吸引デバイスで
ある。
【００１０】
　一実施形態においては、装置は、フィルタクロス供給源を保持するための支持構造体を
さらに備える。
【００１１】
　一実施形態においては、装置は、洗浄ステーションを通過した後の洗浄済みフィルタク
ロスを保管することが可能な第２の支持構造体をさらに備える。
【００１２】
　一実施形態においては、装置は、第２の支持構造体の上に保管された洗浄済みフィルタ
クロスの量を検出するためのセンサシステムを有する移動デバイス制御システムをさらに
備える。
【００１３】
　一実施形態においては、装置は、ガス流デバイスの前に配置され、クロス表面から物質
をブラッシングするように構成された、ブラシをさらに備える。
【００１４】
　一実施形態においては、支持表面は、開口部を画定するように離間された複数のプレー
トを備える。
【００１５】
　第２の態様においては、ガス流デバイスおよび開口部を画定する支持表面を備える洗浄
ステーションに使用済みフィルタクロスを通過させるステップと、開口部の上方のクロス
のある領域を通過するようにガス流を向けるためにガス流デバイスを作動させるステップ
と、ガス流によりクロスから除去された物質を開口部の下方の独立したチャンバ内に収集
するステップとを含む、フィルタクロスを洗浄する方法が提供される。
【００１６】
　一実施形態においては、ガス流デバイスを作動させるステップは、フィルタクロスを通
過させるようにガスを吹き付けるか、またはフィルタクロスを通過させるようにガス流を
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吸引するステップを含む。
【００１７】
　一実施形態においては、この方法は、洗浄ステーションにフィルタクロスを通過させる
前にフィルタクロスから物質を除去するために、フィルタクロスをブラッシングするステ
ップをさらに含む。
【００１８】
　一実施形態においては、この方法は、洗浄ステーションの通過後にホルダ上にフィルタ
クロスを巻き付ける、および／または洗浄ステーションの通過後にフィルタクロスを積み
重ねるステップをさらに含む。
【００１９】
　一実施形態においては、この方法は、本明細書において説明するような装置を使用する
ステップをさらに含む。
【００２０】
　さらなる一態様においては、フィルタクロスを洗浄するための本明細書において説明す
るような装置の使用を提供する。
【００２１】
　さらなる一態様においては、実質的に、本明細書においてならびに添付の説明および図
面を参照として説明するような装置または方法を提供する。
【００２２】
　本発明のさらなる態様が、以下の説明から明らかになろう。
【００２３】
　以下、添付の図面を参照として、本発明を例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態の概略図である。
【図３】本発明の一実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態においては、フィルタクロス１２を洗浄するた
めの装置１０は、洗浄すべき使用済みフィルタクロスのロールを保持する第１の支持構造
体１４を備える。洗浄ステーション１６が、第１の支持構造体１４に隣接して配置される
。第２のロール上に洗浄済みフィルタクロス１２を受けるための第２の支持構造体１８が
、洗浄ステーションに対して第１の支持構造体の反対側に位置決めされる。汚れたフィル
タクロスから除去された物質を受けるための収集チャンバ２０などの収集デバイスが、フ
ィルタクロスが移動する位置の下方に、２つの支持構造体１４、１８の間に位置決めされ
る。汚れたフィルタクロスから除去され、収集デバイス内に収集される物質は、本明細書
においては「デブリ」と呼ぶ。
【００２６】
　第１の支持構造体１４は、洗浄すべき使用済みフィルタクロス１２のロールを保持する
。このフィルタクロス１２は、ロールから２つのガイドローラ２２を通過するように向け
られ、これらのガイドローラ２２により洗浄ステーション１６を通過するように向けられ
る。洗浄ステーション１６の通過後に、フィルタクロス１２は、第２の支持構造体１８の
上に収集される。第２の支持構造体１８は、駆動ベルト２６によりモータ２４に連結され
る。モータ２４が駆動されることにより、第２の支持構造体２４は、回転し、フィルタが
第２の支持構造体に連結される場合には、汚れたフィルタクロス１２のロールから洗浄ス
テーション１６を通過させ、第２の構造体１８上へとこのフィルタクロスを引っ張る。ガ
イドローラ２２もまた、駆動ベルト２６により第２のモータ２８に連結させることができ
る。第２のモータ２８が駆動されることにより、ガイドローラ２２の対の下部ローラが回
転する。これが、ロールからのフィルタクロス１２の引っ張りと、洗浄ステーション１６
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へのフィルタクロス１２の方向付けとを支援する。
【００２７】
　この装置は、モータの速度を制御し、センサシステムを有する、モータ制御システムを
備えていてもよい。第２の支持構造体上に保管された洗浄済みフィルタクロスのロールの
直径を検出するために、センサが位置決めされる。このセンサは、清浄なクロスのロール
の直径に応じて、モータ制御システムの制御モジュールに信号を送信してもよい。制御モ
ジュールは、洗浄ステーションを通り移動するクロスの速度を一定に維持するために、存
在する清浄なクロスの量に応じてモータの速度を調節する。
【００２８】
　洗浄ステーション１６は、フィルタクロスから物質を除去し、この物質を収集デバイス
内に向けるために、フィルタクロスが洗浄ステーション１２を通り移動する際にガス流３
２を供給してフィルタクロスに通過させるのに適した、ガス圧縮機３０または任意の代替
デバイスなどの空気流デバイスを備える。一実施形態においては、このガスは、空気であ
る。別の実施形態においては、ガス圧縮機は、空気圧縮機である。ガス圧縮機３０は、洗
浄側からろ過された物質が付着した側へと通過するようにフィルタクロスの上方から圧縮
ガスを吹き付けるために、フィルタクロスの移動に対して横断方向にガス流を向けるよう
に構成される。吹き付けられるガスの圧力は、フィルタ上に収集された物質を取り除くの
に十分なものである。
【００２９】
　本明細書においては、「物質」という用語は、フィルタ上に収集されたおよび本発明に
より除去し得る任意の物質を指す最も広い範囲の意味において使用される。したがって、
物質は、固体粒子、液体粒子、もしくはエマルジョン、またはそれらの組合せなどの粒子
であってよく、あるいはそれらの粒子を含んでもよい。例えば、物質は、油および／また
は油／水の液滴など、水と実質的に混和し得るかまたは部分的にのみ混和し得るエマルジ
ョンおよび／または液滴であってよく、あるいはそれらを含んでもよい。
【００３０】
　収集チャンバ２０は、バッグ、ビン、または箱など、デブリを保持し、後にそれらのデ
ブリを処分、処理、および／またはリサイクルするのに適した任意のコンテナであってよ
い。また、収集デバイスは、クロスから落下するデブリ流を収容し、チャンバ内へとこれ
らのデブリを向けるために、チャンバ２０とフィルタクロス１２との間に配置され得る、
漏斗３４などの方向付けデバイスを備えてもよい。複数のプレート３６が、開口部３８を
有する支持表面を画定し、ガス圧縮機は、この開口部３８を通してガスを吹き付けて、フ
ィルタクロス１２からチャンバ２０内へと物質を向ける。
【００３１】
　金属加工作業用の工業マシンにおいて使用されるフィルタクロスのサイズは、最大で３
ｍ幅以上である可能性がある。装置のサイズは、使用されることとなるフィルタクロスに
応じて決定される。ガス圧縮機は、フィルタクロスの幅全体に対してガス流を供給するこ
とが好ましい。
【００３２】
　汚れたフィルタクロスのロールは、フィルタクロス１２が洗浄ステーション１６を通過
するように引っ張られる際に、物質が付着したフィルタクロスの側が収集チャンバ２０の
方向に下方に向くように、装置上に装填される。クロスの初期長さが、使用済みクロスの
ロールから引っ張られて洗浄ステーション１２を通過し、第２の支持構造体１８のロール
に連結される。モータ２４が、始動され、第２のロールを回転させて、第１のロールから
洗浄ステーション１６を通過し第２のロール上までフィルタを引っ張る。フィルタクロス
が、第２のロール上まで引っ張られると、センサが、洗浄済みクロスのロールの直径を検
出し、存在する洗浄なクロスの直径に応じて制御モジュールに信号を送信する。制御モジ
ュールは、洗浄ステーション１６を通過するように引っ張られるクロスの速度を一定に維
持するように、モータ２４の速度を変更する。モータの速度は、より多くのクロスが第２
のロール上に引っ張られ、このロールの直径が大きくなるにつれて、変化する。
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【００３３】
　フィルタクロス１２が、洗浄ステーション１６を通過するように引っ張られると、ガス
圧縮機３０が、始動され、この圧縮機の下方および複数のプレート３６中の開口部３８の
上方に位置するフィルタクロス１２の領域に対して、圧縮ガス流３２を吹き付ける。モー
タは、フィルタクロスが洗浄ステーションを通過して移動する速度が、クロスからデブリ
を取り除くためにフィルタクロスのある領域が圧縮機からのガス流にさらされる時間を十
分に与えるものとなるように、作動される。
【００３４】
　ガス流３２は、物質が、クロス１２から取り除かれて、次いでデブリが後の処分、処理
、および／またはリサイクルのために収集および保管されるチャンバ２０内に落下するの
に十分な強度である。
【００３５】
　図２は、本発明のさらなる実施形態を示す。装置４０は、洗浄すべき使用済みフィルタ
クロス１２のロールを保持する第１の支持構造体１４を備える。洗浄ステーション１６が
、第１の支持構造体１４に隣接して配置される。また、この装置は、使用済みフィルタク
ロス１２から除去された物質を受けるための収集チャンバ２０を備える。
【００３６】
　第１の支持構造体１４は、洗浄すべき使用済みフィルタクロス１２のロールを保持する
。フィルタクロス１２は、ロールから第１のセットのガイドローラ２２を通過するように
方向付けられ、この第１のセットのガイドローラ２２により洗浄ステーション１６を通過
するように方向付けられる。洗浄ステーション１６の通過後に、フィルタクロス１２は、
第２のセットのガイドローラ４２を通過するように方向付けられ、洗浄済みクロスは、再
利用のために積み重ねられる。第２のセットのローラ４２は、下方ローラ４２の下方に配
置され駆動ベルト２６により下方ローラに連結されたモータ４４によって駆動される。モ
ータ４４が、駆動されて、ローラを回転させると、ローラは、第１のロールから第１のセ
ットのガイドローラ２２を通り、洗浄ステーション１６を通り、次いで第２のセットのガ
イドローラ４２を通るようにフィルタクロス１２を引っ張り、次いで洗浄済みクロスが集
められ得る。第１のセットのガイドローラ２２は、ロールからフィルタクロス１２を引っ
張り、洗浄ステーション１６を通過するようにこのフィルタクロス１２を方向付けるのを
支援するために、第２のモータ２８に連結され得る。
【００３７】
　上述のように、洗浄ステーション１６は、フィルタクロス１２が洗浄ステーション１６
を通過するように引っ張られる際に、ガス流３２を供給してフィルタクロス１２に通過さ
せるように構成されたガス圧縮機３０を備える。ガス圧縮機３０は、フィルタクロスの上
方から、およびクロスを通り清浄側から使用済み側へと通過するようにガスを向ける。ガ
スの力は、フィルタクロス１２上に収集された物質を取り除き、収集チャンバ２０内にこ
の物質を向けるのに十分なものである。
【００３８】
　漏斗３４が、クロスから落下するデブリ流を収容し、チャンバ２０内にこれらのデブリ
を向けるために、チャンバとフィルタクロスとの間に配置される。漏斗３４は、傾斜壁部
と、開口部３８を画定する複数のプレート３６とを備え、ガス圧縮機３０は、この開口部
３８を通してガスを吹き付ける。
【００３９】
　使用済みフィルタクロス１２のロールは、装置４０上に装填される。使用済みフィルタ
クロス１２のロールが装置上に装填される場合に、このロールは、フィルタクロス１２が
洗浄ステーション１６を通過するように引っ張られる際に、クロス１２の汚れた側が収集
チャンバ２０の方向を向くように、配置される。クロスの初期長さが、第１のロールから
第１のセットのガイドローラ２２、洗浄ステーション６１を通り、次いで第２のセットの
ガイドローラ４２を通り引っ張られる。モータ４４が始動され、ローラ４２を回転させ、
これにより、フィルタは、第１のロールから第１のセットのガイドローラ２２および洗浄



(8) JP 2013-520310 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

ステーションを通り、次いで第２のガイドローラ４２を通るように引っ張られて、この装
置に収集される。
【００４０】
　フィルタクロス１２が、洗浄ステーション１６を通過するように引っ張られる際に、ガ
ス圧縮機３０が始動され、ガス圧縮機３０の下方およびチャンバ２０の上方に位置するフ
ィルタクロスのある領域を通るようにガスを吹き付ける。モータは、フィルタクロスが洗
浄ステーションを通過して移動する速度が、クロスからデブリを取り除くためにフィルタ
クロスのある領域が圧縮機からのガスの力にさらされる時間を十分に与えるように、作動
される。
【００４１】
　図３は、洗浄ステーション５０が吸引デバイス５２を備える本発明の一実施形態を示す
。フィルタクロス１２が、洗浄ステーション５０を通過して移動される際に、フィルタク
ロス１２上の物質が、フィルタクロス１２から吸引され得る。吸引デバイス５２は、開口
部５８を画定する複数のプレート５６の下方の漏斗５４内に配置することが可能であり、
物質は、この開口部５８を通り、フィルタクロス１２からチャンバ６０内へと落下し得る
。吸引デバイス５２は、フィルタクロス１２が開口部５８の上を通過する際に、フィルタ
クロス１２から物質を引き込むガス流６２を生じさせる。この吸引力は、フィルタクロス
１２から物質を引き離すことにより、デブリを処分、除去、またはリサイクルし得る収集
チャンバ６０内に物質を引き込むのに十分なものである。
【００４２】
　モータ４４および２８は、フィルタクロス１２が洗浄ステーション５０を通過するよう
に引っ張られる速度が、クロスから収集チャンバ６０内に物質を引き込むためにフィルタ
クロスのある領域が吸引デバイス５２からのガス力にさらされる時間を十分に与えるよう
に、作動される。
【００４３】
　ブラシおよび／またはスクレーパは、ガス圧力デバイスの吸引にフィルタクロスをさら
す前に、フィルタクロスから物質を遊離させるために、装置上に配置され得る。ブラシま
たはスクレーパは、物質を取り除くのを助け、クロス上に収集された物質を部分的に除去
し、これにより、ガス圧力デバイスまたは吸引デバイスがフィルタクロスから物質を除去
するのをより容易にする。
【００４４】
　ブラシは、ブラシの毛が、フィルタクロス上に付着した物質との間で作用を生じるよう
に、第１のセットのガイドローラの後に位置決めされ得る。スクレーパは、スクレーパの
刃が、フィルタクロス上に付着した物質との間で作用を生じるように、位置決めされ得る
。
【００４５】
次に、以下の番号を振ったパラグラフの中で本発明のさらなる態様を示す。
１．フィルタクロスを洗浄するための装置であって、
　フィルタクロスの供給源を保持するための支持構造体と、
　空気流デバイスおよび開口部を画定する支持表面を備える洗浄ステーションと、
　支持構造体から洗浄ステーション中の開口部を通過するようにフィルタクロスを移動さ
せるための移動デバイスと、
　フィルタクロスから除去された粒子を受けるために開口部の下方に位置決めされた収集
チャンバと
を備え、
　空気流デバイスが、フィルタクロスから粒子を除去し収集チャンバ内にこれらの粒子を
向けるために、開口部の上方に位置するフィルタクロスのある領域に通過させるように空
気流を供給するように構成される、装置。
２．空気流デバイスが、支持表面の上方に位置決めされ、フィルタクロスを通り開口部内
に空気を吹き付けるように構成された、空気吹付デバイスである、パラグラフ１に記載の
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３．空気流デバイスが、支持表面の下方に位置決めされ、フィルタクロスおよび開口部を
通して空気を引き込むように構成された、空気吸引デバイスである、パラグラフ１に記載
の装置。
４．移動されて洗浄ステーションを通過した後に洗浄済みフィルタクロスを保管し得る第
２の支持構造体を備える、パラグラフ１、パラグラフ２、またはパラグラフ３に記載の装
置。
５．第２の支持構造体上に保管された洗浄済みフィルタクロスの量を検出するためのセン
サシステムを有する移動デバイス制御システムを備える、パラグラフ４に記載の装置。
６．空気流デバイスの前に配置され、クロス表面から粒子をブラッシングするように構成
された、ブラシをさらに備える、任意の前出のパラグラフに記載の装置。
７．クロスからチャンバに粒子を向けるために開口部の下方に配置された漏斗を備える、
任意の前出のパラグラフに記載の装置。
８．支持表面が、開口部を画定するように離間された複数のプレートを備える、任意の前
出のパラグラフに記載の装置。
９．フィルタクロスを洗浄する方法であって、
　空気流デバイスおよび開口部を画定する支持表面を備える洗浄ステーションに使用済み
フィルタを通過させることと、
　開口部の上方のクロスのある領域を通過するように空気流を向けるために空気流デバイ
スを作動させることと、
　空気流によりクロスから除去された粒子を開口部の下方のチャンバ内に収集することと
を含む、方法。
１０．空気流デバイスを作動させるステップが、クロスを通すように空気を吹き付けるこ
とを含む、パラグラフ９に記載の方法。
１１．空気流デバイスを作動させるステップが、クロスフィルタを通すように空気流を吸
い込むことを含む、パラグラフ９に記載の方法。
１２．洗浄ステーションにクロスを通過させる前にクロスから粒子を除去するために、ク
ロスをブラッシングすることをさらに含む、パラグラフ９、パラグラフ１０、またはパラ
グラフ１１のいずれかに記載の方法。
１３．洗浄ステーションの通過後にホルダ上にフィルタクロスを巻き付けることを含む、
パラグラフ９～１２のいずれかに記載の方法。
１４．洗浄ステーションの通過後にフィルタクロスを積み重ねることを含む、パラグラフ
９～１２のいずれかに記載の方法。
１５．パラグラフ１～８のいずれかに記載の装置を使用することを含む、パラグラフ９～
１４のいずれかに記載の方法。
【００４６】
　本発明の特定の実施形態を参照として本発明を例として説明したが、本発明の範囲内に
おいて他の変更を行うことが可能である。本発明の範囲および趣旨から逸脱しない、本発
明の様々な変更および変形が、当業者には明らかになろう。本発明は、特定の好ましい実
施形態に関連して説明したが、特許請求されるものとしての本発明は、かかる特定の実施
形態に不当に限定されるべきでない点を理解されたい。実際に、関連技術および関連分野
の当業者には明らかな本発明を実施するために説明した態様の様々な変更形態が、以下の
特許請求の範囲内に含まれるように意図される。
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